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タンク開放時に実施する浮き屋根の点検（案）について 

 
（１）点検の対象部位 

特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根（シングルデッキ、ダブルデッキ） 
（２）点検の内容 

ア 目視検査 

・デッキ板の溶接線及び板の腐食等の状況について、デッキ板上から目視検査を実

施する。その際脚長・のど厚不足については十分注意を払うこと。 
・ポンツーン内の溶接線及び板の腐食の状況について、目視検査を実施する 

イ 加圧漏れ試験 

・全てのポンツーン室に対して、加圧漏れ試験を実施する 
・試験圧力は、原則として 353 Pa（36 mmAq）以上とする 
・加圧漏れ試験は、溶接線全線に発泡液を適用し、漏れがないことを確認する。ま

たは、圧力変化を測定することで漏れがないことを確認する。その際塗装が有る

場合には剥離は不要とする。 

・加圧漏れ試験の実施が困難な箇所に対しては、JISZ2330（非破壊試験－漏れ試

験方法の種類及びその選択）に規定する漏れ試験を実施する。 
 その際は試験されない溶接部が残らないよう留意する。（断続溶接で取り付けら

れている当板に覆われた溶接部等） 
・加圧漏れ試験等により漏れが確認された場合は、漏れの箇所を特定する。 

ウ 超音波板厚測定 

・ポンツーン底板に対して、超音波板厚測定を実施する 
（浮き屋根耐震基準対象タンクにあっては、このほかに平成 17 年消防危第 295 号

通知で定められた箇所に対しても、超音波板厚測定を実施する） 
（３）不具合箇所の対応 

・加圧漏れ試験等により漏れが認められた箇所に対しては、溶接補修を実施する 
・目視検査や超音波板厚測定により板の厚さが 3.2mm 未満となった箇所に対しては、

溶接補修（肉盛り補修、当板補修、取替補修）を実施する（浮き屋根耐震基準対象タン

クにあっては、強度評価を満足する板厚を確保する必要がある） 
（４）補修後の検査 

・デッキ板に係る溶接補修箇所に対しては、従来通り漏れ試験を実施する 
・ポンツーンに係る溶接補修箇所に対しては、加圧漏れ試験を実施する。すでに加圧漏

れ試験が実施されている場合にあっては、加圧漏れ試験以外の漏れ試験でも差し支え

ない 
（５）不要な設備や過度に応力が集中する構造の確認等 

上記（２）で示した点検内容の他、ポンツーン内への流出事故を引き起こすリスクが
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高い不要な設備又は過度に応力が集中する構造の有無について確認する。これらの設

備又は構造が確認された場合は、当該設備の撤去及び当該構造の見直しを行うことが

望ましい。撤去等を実施しない場合にあっては、次回以降の開放検査においても、当該

箇所については入念に点検する。 
 


